
 

 

遊佐町条件付き一般競争入札実施要綱 

令和８年１月１３日 

遊 佐 町告示２号 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、町が発注する建設工事（以下「工事」という。）請負契約につい

て、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）、地方自治法施行令（昭和２２年政令第

１６号。以下「施行令」という。）及び遊佐町契約に関する規則（昭和３９年遊佐町

規則第２号。以下「規則」という。）に定めるもののほか、必要な事項を定めるもの

とする。 

 （定義） 

第２条 この要綱において、条件付き一般競争入札とは、施行令第１６７条の５の２

の規定による資格を定めて行う一般競争入札をいう。 

（対象工事） 

第３条 条件付き一般競争入札の対象となる工事は、次のとおりとし、工事の種類に

ついては、建設業法（昭和２４年法律第１００号）別表第１に定めるところによる。 

（１） 建築一式工事 １件の予定価格が５００万円を超える工事 

（２） 土木一式工事 １件の予定価格が５００万円を超える工事 

（３） 電気工事   １件の予定価格が２，０００万円を超える工事 

（４） 管工事    １件の予定価格が２，０００万円を超える工事 

（５） ほ装工事   １件の予定価格が２，０００万円を超える工事 

（６） 前５号に掲げるもののほか、１件の予定価格が１億円を超える工事 

２ 前項の規定にかかわらず、次に掲げる工事については、遊佐町公共工事指名業者

選定審査会（以下「審査会」という。）の承認を得て、条件付き一般競争入札の方法

によらないことができる。 

（１） 災害の復旧等の特に緊急を要する工事 

（２） 施工上特殊な専門技術（特許工法等を含む。）を必要とする工事 

（３） その他特別な事情があると認められる工事 

（入札の公告） 

第４条 町長は、条件付き一般競争入札を実施しようとするときは、規則第１５条の

２の規定により公告するとともに、その周知を図るものとする。 

（入札参加資格） 

第５条 条件付き一般競争入札に参加できる者は、次に掲げる要件をすべて満たす者



 

 

でなければならない。 

（１） 施行令第１６７条の４第１項及び第２項の規定に該当しないこと。 

（２） 規則第１５条第１項に規定する入札参加登録簿に登載されていること。 

（３） 建設業法第３条第１項の建設業の許可(以下「建設業の許可」という。)のう

ち、当該工事に対応する工事種別の建設業の許可を受けていること。 

（４） 当該工事に配置を予定する現場代理人、主任技術者及び監理技術者等が確実

に確保できること。 

（５） 遊佐町建設工事請負業者指名停止要綱（平成１４年訓令第４号）の規定に基

づく指名停止期間中でない者であること。 

（６）次のいずれにも該当しない者であること。 

イ 役員等(その者が個人である場合にはその者を、その者が法人である場合に

はその役員又はその支店若しくは常時建設工事の請負契約を締結する事務所の

代表者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団員(暴力団員による不当な

行為の防止等に関する法律(平成３年法律第７７号)第２条第６号に規定する暴

力団員をいう。以下この号において同じ)であると認められるとき。 

ロ 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第２条第２号に規

定する暴力団をいう。以下この号において同じ。)又は暴力団員が経営に実質的

に関与していると認められるとき。 

ハ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損

害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用する等したと認められる

とき。 

ニ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与す

る等直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与して

いると認められるとき。 

ホ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると

認められるとき。 

（７） 前各号に掲げるもののほか、当該工事ごとに審査会が定める入札参加に必要

な資格要件を満たしている者であること。 

（入札参加資格確認申請等） 

第６条 条件付き一般競争入札に参加しようとする者（以下「申請者」という。）は、

条件付き一般競争入札資格確認申請書（様式第１号）及び必要書類（以下「確認申

請書等」という。）を公告に定める期日まで町長に提出し、前条に規定する入札参加



 

 

資格（以下「入札参加資格」という。）の確認を受けなければならない。 

２ 申請書の受付期間は、原則として、公告の日を含め４日以上（遊佐町の休日を定

める条例（平成元年条例第３２号）第１条第１項に定める休日（以下「町の休日」

という。）を除く。）とする。 

（入札参加資格の確認） 

第７条 町長は、入札参加資格の有無について確認を行うものとする。 

２ 町長は、前条に規定する確認申請書等を２部提出させるものとし、入札参加資格

があると認めたときは、前条の申請書に受付印を押印し、その１部を申請者に返却

するものとする。 

３ 入札参加資格がないと認めたときは、入札参加資格のうち要件を満たさない項目

及び理由を口頭又は書面により通知するものとする。 

４ 入札参加資格がないと認められた者は、前項の通知があった日から所定の期日ま

でに、町長に対して、入札参加資格がないと認めた理由について、書面により説明

を求めることができる。 

５ 町長は、前項の規定により説明を求めた者に対し、書面により回答するものとす

る。 

（設計図書等の閲覧及び配付） 

第８条 町長は、当該工事に係る設計図書等（以下「設計図書等」という。）を閲覧に

供するほか、必要と認めるときは、別に指示する方法で配付することができる。 

２ 申請書等を提出した者は、設計図書等に関し質問があるときは、所定の期日まで

に質問書を町長に提出するものとする。 

３ 町長は、前項の質問書を受理したときは、質問者に書面により回答するとともに、

閲覧に供するものとする。 

（入札の執行） 

第９条 入札参加者は、入札の執行に先立ち、入札参加資格があると認められた旨の

書面を係員に提示しなければならない。 

２ 町長は、入札に際し、当該工事に係る工事内訳書の提示を求めることができる。 

（入札の無効） 

第１０条 公告に示した競争に参加する者に必要な資格のない者及び虚偽の申請を行

った者の入札並びに入札に関する条件に違反した入札は、無効とする。 

（入札保証金及び契約保証金） 

第１１条 入札保証金及び契約保証金は、規則第３条及び第４条の規定による。 



 

 

（その他） 

第１２条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。 

附 則 

１ この要綱は、令和８年１月１３日から施行する。 

２ 遊佐町条件付一般競争入札試行実施要綱（平成２４年遊佐町告示第１７号）は、

廃止する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

様式第１号 

 

令和  年  月  日 

 

遊佐町長        殿 

 

申請者 住所又は所在地 

 

   氏名又は名称 

                 及び代表者氏名            印 

 

条件付き一般競争入札参加資格確認申請書 

 

 令和  年  月  日付遊佐町告示第○○号で入札公告のあった下記工事に関す

る条件付き一般競争入札に参加したいので、関係書類を添えて申請します。 

 

記 

１．工事名 

 

２．工事場所 

 

３．添付書類   最新の「総合評定値通知書（経審）」の写し 

 

４．設計図書等の閲覧（○で囲む。）   

       ・ 閲覧を希望する 

・ 配付を希望する。 

 

 

 

 

 

 

受付印 

 

 

 

※入札参加資格があると認

めたときは受付印を押し返

却する。 


